
【在宅医療DX情報活用加算について】 

 

関東信越厚生局に届け出た当訪問看護ステーションの看護師が、オンライン資格確認によ

り利用者様の診療情報や薬剤情報を取得した上で、訪問看護の実施に関する計画的な管理

を行い、質の高い医療を提供に努めて参ります。 

 

   ・オンライン請求を行っています。 

   ・オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

   ・オンライン資格確認により質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を 

    取得・活用して訪問看護を行います。 

   ・資格情報の提供は、ご利用者様及び代理人の同意に基づいて行われます。 

   ・これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に 

    加算します。 


